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情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先―覧 

 

提供先 

番号法第１９

条第８号に基

づく主務省令

第２条の項 

提供先における用途 

厚生労働大臣 １ 

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第５条第２項

の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保

険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬

剤師の登録に関する事務であって番号法第１９条第８

号に基づく主務省令第３条で定めるもの 

全国健康保険協会 ２ 

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であっ

て番号法第１９条第８号に基づく主務省令第４条で定

めるもの 

健康保険組合 ３ 

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であっ

て番号法第１９条第８号に基づく主務省令第５条で定

めるもの 

総務大臣又は都道府県知事 ４ 

恩給法（大正１２年法律第４８号。他の法律において

準用する場合を含む。）による年金である給付又は一

時金の支給に関する事務であって番号法第１９条第８

号に基づく主務省令第６条で定めるもの 

厚生労働大臣 ５ 

船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第４条第２項

の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保

険に関する事務であって番号法第１９条第８号に基づ

く主務省令第７条で定めるもの 

全国健康保険協会 ７ 

船員保険法による保険給付又は雇用保険法等の一部を

改正する法律（平成１９年法律第３０号。以下この条

及び第９条において「平成１９年法律第３０号」とい

う。）附則第３９条の規定によりなお従前の例による

ものとされた平成１９年法律第３０号第４条の規定に

よる改正前の船員保険法による保険給付の支給に関す

る事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務省

令第９条で定めるもの 

都道府県知事 １１ 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による養育

里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障

害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定

入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって

番号法第１９条第８号に基づく主務省令第１３条で定

めるもの 

都道府県知事 １３ 

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関

する事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務

省令第１５条で定めるもの 

市町村長 １５ 

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通

所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援

給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又

は障害福祉サービスの提供に関する事務であって番

号法第１９条第８号に基づく主務省令第１７条で定め

るもの 

都道府県知事又は市町村長 ２０ 

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に

関する事務であって番号法第１９条第８号に基づく

主務省令第２２条で定めるもの 

別 紙 １ 

 



市町村長 ２８ 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）による給付の

支給又は実費の徴収に関する事務であって番号法第１

９条第８号に基づく主務省令第３０条で定めるもの 

市町村長 ３７ 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）によ

る障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の

措置又は費用の徴収に関する事務であって番号法第１

９条第８号に基づく主務省令第３９条で定めるもの 

都道府県知事 ３９ 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）による入院措置又は費用の徴収に

関する事務であって番号法第１９条第８号に基づく主

務省令第４１条で定めるもの 

都道府県知事、市長（特別区の

区長を含む。）又は社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）に

規定する福祉に関する事務所を

管理する町村長（以下「都道府

県知事等」という。） 

４２ 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護

の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であっ

て番号法第１９条第８号に基づく主務省令第４４条で

定めるもの 

市町村長 ４８ 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地

方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又

は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平

成３１年法律第３号)による地方税又は森林環境税

の賦課徴収に関する事務であって番号法第１９条第

８号に基づく主務省令第５０条で定めるもの 

都道府県知事 ４９ 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの

法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する

事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務省

令第５１条で定めるもの 

公営往宅法（昭和２６年法律第

１９３号）第２条第１６号に規

定する事業主体である都道府県

知事又は市町村長 

５３ 

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）による公

営住宅(同法第２条第２号に規定する公営住宅をい

う。)の管理に関する事務であって番号法第１９条

第８号に基づく主務省令第５５条で定めるもの 

日本私立学校振興・共済事業団 ５７ 

私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５

号）による短期給付又は年金である給付の支給に関

する事務であって番号法第１９条第８号に基づく主

務省令第５９条で定めるもの 

厚生労働大臣又は共済組合等

（日本私学学校振興・共済事業

団、国家公務員共済組合連合

会、地方公務員共済組合又は全

国市町村職員共済組合連合会を

いう。以下同じ。） 

５８ 

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）による

年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務で

あって番号法第１９条第８号に基づく主務省令第６０

条で定めるもの 

文部科学大臣又は都道府県教育

委員会 
５９ 

特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年

法律第１４４号）による特別支援学校への就学のため

必要な経費の支弁に関する事務であって番号法第１９

条第８号に基づく主務省令第６１条で定めるもの 

都道府県教育委員会又は市町村

教育委員会 
６３ 

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）による医

療に要する費用についての援助に関する事務であって

番号法第１９条第８号に基づく主務省令第６５条で定

めるもの 

国家公務員共済組合 ６５ 

国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）

による短期給付の支給に関する事務であって番号法第

１９条第８号に基づく主務省令第６７条で定めるもの 



国家公務員共済組合連合会 ６６ 

国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長

期給付に関する施行法（昭和３３年法律第１２９号）

による年金である給付の支給に関する事務であって番

号法第１９条第８号に基づく主務省令第６８条で定め

るもの 

市町村長又は国民健康保険組合 ６９ 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による

保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であっ

て番号法第１９条第８号に基づく主務省令第７１条で

定めるもの 

厚生労働大臣 ７３ 

国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による年金

である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関

する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務

であって番号法第１９条第８号に基づく主務省令第７

５条で定めるもの 

市町村長 ７５ 

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）による

障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措

置又は費用の徴収に関する事務であって番号法第１９

条第８号に基づく主務省令第７７条で定めるもの 

住宅地区改良法（昭和３５年法

律第８４号）第２条第２項に規

定する施行者である都道府県知

事又は市町村長 

７６ 

住宅地区改良法による改良住宅（同法第２条第６項に

規定する改良住宅をいう。）の管理若しくは家賃若し

くは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する

措置に関する事務であって番号法第１９条第８号に基

づく主務省令第７８条で定めるもの 

都道府県知事等 ８１ 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による

児童扶養手当の支給に関する事務であって番号法第１

９条第８号に基づく主務省令第８３条で定めるもの 

地方公務員共済組合 ８３ 

地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２

号）による短期給付の支給に関する事務であって番号

法第１９条第８号に基づく主務省令第８５条で定める

もの 

地方公務員共済組合又は全国市

町村職員共済組合連合会 
８４ 

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法

の長期給付等に関する施行法（昭和３７年法律第１５

３号）による年金である給付の支給に関する事務であ

って番号法第１９条第８号に基づく主務省令第８６条

で定めるもの 

市町村長 ８６ 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）による福祉

の措置に関する事務であって番号法第１９条第８号に

基づく主務省令第８８条で定めるもの 

市町村長 ８７ 

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって番

号法第１９条第８号に基づく主務省令第８９条で定め

るもの 

都道府県知事 ８８ 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１

２９号）による償還未済額の免除又は資金の貸付けに

関する事務であって番号法第１９条第８号に基づく主

務省令第９０条で定めるもの 

都道府県知事又は市町村長 ８９ 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者

で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便

宜の供与に関する事務であって番号法第１９条第８号

に基づく主務省令第９１条で定めるもの 

都道府県知事等 ９０ 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に

関する事務であって番号法第１９条第８号に基づく主

務省令第９２条で定めるもの 



厚生労働大臣又は都道府県知事 ９１ 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）による特別児童扶養手当の支給に関

する事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務

省令第９３条で定めるもの 

都道府県知事等 ９２ 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児

福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和６０年法律

第３４号附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関す

る事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務省

令第９４条で定めるもの 

市町村長 ９６ 

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による費用

の徴収に関する事務であって番号法第１９条第８号に

基づく主務省令第９８条で定めるもの 

厚生労働大臣又は都道府県知事 ９８ 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定

及び職業生活の充実等に関する法律(昭和４１年法

律第１３２号)による職業転換給付金の支給に関す

る事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務

省令第１００条で定めるもの 

市町村長（児童手当法（昭和４

６年法律第７３号）第１７条第

１項の表の下欄に掲げる者を含

む。） 

１０６ 

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関す

る事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務省

令第１０８条で定めるもの 

市町村長 １０８ 

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和４８年法律第

８２号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の

支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって

番号法第１９条第８号に基づく主務省令第１１０条で

定めるもの 

後期高齢者医療広域連合 １１５ 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第

８０号）による後期高齢者医療給付の支給又は保険料

の徴収に関する事務であって番号法第１９条第８号に

基づく主務省令第１１７条で定めるもの 

特定優良賃貸住宅の供給の促進

に関する法律（平成５年法律第

５２号）第１８条第２項に規定

する賃貸住宅の建設及び管理を

行う都道府県知事又は市町村長 

１２４ 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃

貸住宅の管理に関する事務であって番号法第１９条第

８号に基づく主務省令第１２６条で定めるもの 

都道府県知事等 １２５ 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号）による支援給付の支

給に関する事務であって番号法第１９条第８号に基づ

く主務省令第１２７条で定めるもの 

厚生労働大臣 １２９ 

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成８年法

律第８２号。以下「平成８年法律第８２号」とい

う。)附則第１６条第３項の規定により厚生年金保険

の実施者たる政府が支給するものとされた年金である

給付の支給に関する事務であって番号法第１９条第８

号に基づく主務省令第１３１条で定めるもの 

平成８年法律第８２号附則第３

２条第２項に規定する存続組合

又は平成８年法律第８２号附則

第４８条第１項に規定する指定

基金 

１３０ 

平成８年法律第８２号による年金である長期給付又は

年金である給付の支給に関する事務であって番号法第

１９条第８号に基づく主務省令第１３２条で定めるも

の 



市町村長 １３２ 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険給

付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関

する事務であって番号法第１９条第８号に基づく主務

省令第１３４条で定めるもの 

都道府県知事又は保健所を設置

する市（特別区を含む。）の長 
１３７ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）による費用の負担

又は療養費の支給に関する事務であって番号法第１９

条第８号に基づく主務省令第１３９条で定めるもの 

厚生労働大臣 １３８ 

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度

の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を

廃止する等の法律(平成１３年法律第１０１号。以下

「平成１３年統合法」という。)附則第１６条第３項

の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給す

るものとされた年金である給付の支給に関する事務で

あって番号法第１９条第８号に基づく主務省令第１４

０条で定めるもの 

独立行政法人農業者年金基金 １４０ 

独立行政法人農業者年金基金法(平成１４年法律第１

２７号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは

保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第６条第１項

第１号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行

うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法

律(平成１３年法律第３９号。第１４２条において

「平成１３年農業者年金改正法」という。)による改

正前の農業者年金基金法(昭和４５年法律第８７号。

第１４２条において「平成１３年改正前農業者年金基

金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を

改正する法律(平成２年法律第２１号)による改正前の

農業者年金基金法(第１４２条において「平成２年改

正前農業者年金基金法」という。)による給付の支給

に関する事務であって番号法第１９条第８号に基づく

主務省令第１４２条で定めるもの 

独立行政法人日本学生支援機構 １４１ 

独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第

９４号）による学資の貸与及び支給に関する事務であ

って番号法第１９条第８号に基づく主務省令第１４３

条で定めるもの 

厚生労働大臣 １４２ 

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法

律（平成１６年法律第１６６号）による特別障害給付

金の支給に関する事務であって番号法第１９条第８号

に基づく主務省令第１４４条で定めるもの 

都道府県知事又は市町村長 １４４ 

障害者の目常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）による自立支

援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事

務であって番号法第１９条第８号に基づく主務省令第

１４６条で定めるもの 

総務大臣 １４７ 

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成１８年法律

第１号)又は同法附則第２条第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法による廃止前の国

会議員互助年金法(昭和３３年法律第７０号)による年

金である給付の支給に関する事務であって番号法第１

９条第８号に基づく主務省令第１４９条で定めるもの 

文部科学大臣、都道府県知事又

は都道府県教育委員会 
１５１ 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２

年法律第１８号）による就学支援金の支給に関する事

務であって番号法第１９条第８号に基づく主務省令第

１５３条で定めるもの 



厚生労働大臣 １５２ 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関

する法律（平成２３年法律第４７号）による職業訓練

受講給付金の支給に関する事務であって番号法第１９

条第８号に基づく主務省令第１５４条で定めるもの 

市町村長 １５５ 

子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)によ

る子どものための教育・保育給付若しくは子育てのた

めの施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支

援事業の実施に関する事務であって番号法第１９条第

８号に基づく主務省令第１５７条で定めるもの 

厚生労働大臣 １５６ 

年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成２４

年法律第１０２号）による年金生活者支援給付金の支

給に関する事務であって番号法第１９条第８号に基づ

く主務省令第１５８条で定めるもの 

都道府県知事 １５８ 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年

法律第５０号）による特定医療費の支給に関する事務

であって番号法第１９条第８号に基づく主務省令第１

６０条で定めるもの 

公的給付の支給等の迅速かつ確

実な実施のための預貯金口座の

登録等に関する法律第１０条に

規定する特定公的給付の支給を

実施する行政機関の長等(行政

機関の長、地方公共団体の機

関、独立行政法人等、地方独立

行政法人(地方独立行政法人法

(平成１５年法律第１１８号)第

２条第１項に規定する地方独立

行政法人をいう。)) 

１６０ 

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯

金口座の登録等に関する法律（令和３年法律第３８

号）による特定公的給付の支給を実施するための基礎

とする情報の管理に関する事務であって番号法第１９

条第８号に基づく主務省令第１６２条で定めるもの 

都道府県知事等 １６１ 

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につ

いて」(昭和２９年５月８日付け社発第３８２号厚生

省社会局長通知。以下「昭和２９年社発第３８２号通

知」という。)に基づく外国人(日本の国籍を有しない

者をいう。以下同じ。)であって生活に困窮する者に

係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下この

欄において「生活保護関係事務」という。)の取扱に

準じた生活保護関係事務に関する事務であって番号法

第１９条第８号に基づく第１６３条で定めるもの 

地域優良賃貸住宅制度要綱(平

成１９年３月２８日付け国住備

第１６０号国土交通省住宅局長

通知)第２条第９号に規定する

地域優良賃貸住宅(公共供給型)

又は同条第１６号に規定する公

営型地域優良賃貸住宅(公共供

給型)の供給を行う都道府県知

事又は市町村長 

１６３ 

地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅

の管理に関する事務であって番号法第１９条第８号に

基づく第１６５条で定めるもの 

都道府県知事 １６４ 

「特定感染症検査等事業について」(平成１４年３月

２７日付け健発第０３２７０１２号厚生労働省健康局

長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウ

イルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性

者フォローアップ事業の実施に関する事務であって番

号法第１９条第８号に基づく第１６６条で定めるもの 

 

 



都道府県知事 １６５ 

「感染症対策特別促進事業について」(平成２０年３

月３１日付け健発第０３３１００１号厚生労働省健康

局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく

肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって番

号法第１９条第８号に基づく第１６７条で定めるもの 

都道府県知事 １６６ 

「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」

(平成３０年６月２７日付け健発０６２７第１号厚生

労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究

促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研

究促進事業の実施に関する事務であって番号法第１９

条第８号に基づく第１６８条で定めるもの 

文部科学大臣 １６７ 

国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事

業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成２６年

４月１日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学

び直し支援金の支給に関する事務であって番号法第１

９条第８号に基づく第１６９条で定めるもの 

都道府県知事又は都道府県教育

委員会 
１６８ 

高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)

交付要綱(平成２６年４月１日文部科学大臣決定)に規

定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務

であって番号法第１９条第８号に基づく第１７０条で

定めるもの 

都道府県知事又は都道府県教育

委員会 
１６９ 

高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付

金)交付要綱(平成２６年４月１日文部科学大臣決定)

に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業

による給付金の支給に関する事務であって番号法第１

９条第８号に基づく第１７１条で定めるもの 

都道府県知事又は都道府県教育

委員会 
１７０ 

高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への

奨学のための給付金)交付要綱(令和２年４月１日文部

科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科に係る奨

学のための給付金事業による給付金の支給に関する事

務であって番号法第１９条第８号に基づく第１７２条

で定めるもの 

文部科学大臣 １７１ 

国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事

業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令

和２年４月１日文部科学大臣決定)に規定する高等学

校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって番

号法第１９条第８号に基づく第１７３条で定めるもの 

都道府県知事又は都道府県教育

委員会 
１７２ 

高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への

修学支援)交付要綱(令和２年４月１日文部科学大臣決

定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に

関する事務であって番号法第１９条第８号に基づく第

１７４条で定めるもの 

都道府県知事 １７３ 

「特定疾患治療研究事業について」(昭和４８年４月

１７日付け衛発第２４２号厚生省公衆衛生局長通知)

の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治

療研究事業の実施に関する事務であって番号法第１９

条第８号に基づく第１７５条で定めるもの 

 


